
 

国連大学校や環境省などと関係の深
い環境パートナーシップオフィス（詳しいホ
ームページはhttp://www.geic.or.jp/geic/）
が主催した講座に招かれ、市民と行政と
NPOの「協働」について講演しました。（
12月7日東京渋谷区。上の写真） 
　人と動物との適切な関係づくりセミナーな
どとは違い、NPOの在り方を考える講座です。
アカデミックな著名講師の講議の前に、現場
からの現実を伝えました。 
　この講座にはNPO関係者のほか、行政の方々
が多く参加しました。ねこだすけの担当講座
が地域ねこをテーマにしたこともあり、新幹
線の日帰り出張で参加された動物担当行政マ
ンもいました。 
　人のために働き、人の役に立つ動物だけが
動物本来の在り方なのかどうなのか？そのよ
うな疑問すらないままに、産まされて見捨て
られる動物が後を経ちません。地域ねこプラ
ンは、単に見捨てられた地域のネコに生きる
機会を与えるだけではなく、人と動物との適
切な関係づくりや、地域環境の保全に関わる
人と人との関係をテーマにしています。 
　営利を追求する企業や法人などが行う多く
の事業は、動物が人のために働き人の役に立
つことを原則にします。地域ねこプランは、
動物が人のために働き人の役に立ついのちだ
けでで良いのかどうなのか？素朴な疑問から
スタートしています。 

愛護動物関連条例や措置要綱
の制定が、地方自治体でにぎわっています。 
　都内の行政区でも既に条例を制定し、また
これから制定を計画している区もあります。
（参考ホームページは 
 
　都内に限らず全国の条例や措置要綱などに
共通点があります。 
 動物が人のために働き、人の役に立つとい
う原則を貫いていることです。 
　その結果「愛護動物問題とは社会現象とな
るほど数の増えたペット」であり、「ペット
問題の解決には飼い主責任の規制や強化が欠
かせない」となり、「動物を手にする一般飼
い主への啓発を条例で行う」ということにな
ります。 
　原則として、条例はその前段の法律を超え
られません。また、法律が地域性に欠けるな
どやそのほかの公平な見方からでも判断され、
なお且つ地域の行政が法の執行をやりにくい
などの合理的な根拠のあるとき、条例も必要
になります。条例がなくても法令順守で行政
執行のできるとき、あえて条例はいらないと
も考えられます。 
　ペットの飼い主以外にも当てはめられる法
令順守の終生飼養や繁殖制限のほか、産業・
展示・取扱業動物はもとより、実験、畜産な
どの動物について、条例の素案にすら問題に
されません。 
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動物は、人の役に立ち人のために働くいのちなのでしょうか？ 動物は、人の役に立ち人のために働くいのちなのでしょうか？ 

http://www.
city.suginami.tokyo.jp/） 
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っ
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い
た
だ
け
る
、

プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
ケ
ー
ジ
（
ト
ラ
ッ
プ
ケ

ー
ジ
保
護
用
か
ご
）
の
貸
出
に
つ
い
て
…
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動
物
保
護
目
的
の
地
域
ね
こ
プ
ラ
ン
に

限
り
保
持
で
き
る
キ
ャ
ッ
ツ
・
プ
ロ
テ
ク

シ
ョ
ン
ケ
ー
ジ
（
ト
ラ
ッ
プ
ケ
ー
ジ
・
直

輸
入
保
護
用
か
ご
）
の
頒
布
に
つ
い
て
… 

 

　
動
物
愛
護
に
理
解
の
有
る
任
意
団
体
の

Ａ
Ｐ
Ｌ
に
協
力
を
求
め
、
ね
こ
だ
す
け
を

窓
口
に
頒
布
申
し
込
み
受
付
や
お
届
け
先

の
確
認
作
業
を
行
い
、
規
定
の
書
式
で
申

し
込
ま
れ
た
方
に
限
り
、
Ａ
Ｐ
Ｌ
か
ら
直

接
購
入
い
た
だ
け
る
仕
組
み
を
と
っ
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。 

 

●
頒
布
お
申
込
み
の
規
定
書
式
請
求 

は
、
地
域
ね
こ
プ
ラ
ン
グ
ル
ー
プ
名 

な
ど
を
記
入
の
上  

F
a
x.0
3
-3
3
5
0
-6
4
4
0
 

ま
で
。 

●
貸
出
期
間
は
一
ヶ
月
以
内
で
す
。 

●
期
間
を
超
え
る
際
に
は
、
一
度
返
却
し

て
く
だ
さ
い
。
点
検
整
備
を
行
い
ま
す
。 

（
※
地
域
ね
こ
チ
ー
ム
へ
の
配
備
品
扱
い

を
除
き
ま
す
。
点
検
整
備
の
必
要
な
際
に

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
） 

●
貸
出
、
配
備
と
も
又
貸
し
を
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。
そ
の
都
度
必
ず
規
定
の
貸
出

申
込
書
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
（
使
う

態
様
に
よ
り
、
危
険
な
猟
具
に
も
な
り
ま

す
。
所
在
を
明
確
に
す
る
た
め
で
す
。
） 

●
貸
出
・
配
備
共
、
既
に
一
ヶ
月
を
超

え
る
場
合
に
は
、
ト
ラ
ッ
プ
管
理
番
号

と
使
用
報
告
書
を
至
急
通
知
し
て
く
だ

さ
い
。
（
最
近
、
番
号
通
知
な
ど
を
さ

れ
た
方
を
除
き
ま
す
。
） 

入会お申込・お問い合せは… 
電話・Fax. 
 
郵送・宅配 

03-3350-6440  
 
〒160-0016 東京都新宿区信濃町10 
NPO ねこだすけ 

口座番号　00130 - 9 - 362975 
加入者名　ねこだすけ 

振替用紙通信覧に下記点線内の必要事項をご記入ください。 

お申し込み年月日：　お名前： 　ご住所／郵便番号： 　お電話番号： 
Fax番号：　会員種別：　年会費：　　　　円 

電話とIPフォンはFax.併用です。スタッフシフトが不定期のため、ご相談日を除きお手数ですが、お名前・〒ご住所・お電話番号・なるべく
Fax.番号・お問い合わせ内容を手短にご記入の上ファクシミリ送信か郵送をお願いいたします。折り返しのご連絡には時間のかかる場合もあ
りますが悪しからずご容赦ください。(※Eメールでのご相談受付シフトは整っていません。)

http://www.nekodasuke.net

ご支援、ご賛同をいただきますと… 
小さな声を大きく強く!!　地域ねこネットワーク!!

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G

高校生以下 
個　人 
個　人 
個　人 
個　人 

法人・団体・企業 
年会費を除く随時 

1,000円 
3,000円 
5,000円 
7,000円 

10,000円以上 
5,000円以上 

ジュニアパートナー 
パートナー 3 
パートナー 5 
パートナー 7 
サポーター 
スポンサー 
ご 寄 付 

会員種別 摘　要 年会費 

ねこだすけニュースをお届けし、動物の擁護や福祉の普及啓発広
報事業などをお知らせします。 

●アクション会員やサポーター会員、パトロン制度などの区別はありません。
　特別の場合を除き活動へのご参加は任意で、ご自由です。 

ねこだすけへのお誘い 
　
ね
こ
だ
す
け
は
小
さ
な
い
の
ち
に

や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
ま

す
。
１
年
間
に
１
０
０
万
匹
も
の
ね

こ
が
不
幸
に
死
に
ま
す
。
少
し
の
手

助
け
で
不
幸
な
ね
こ
を
な
く
せ
ま
す
。 

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
で
、
ね
こ
や
動
物
に
今
で
き

る
こ
と
を
で
き
る
範
囲
で
行
い
、
次

の
世
代
に
つ
な
が
る
こ
と
を
願
っ
て

い
ま
す
。
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、

ね
こ
や
動
物
に
心
を
動
か
さ
れ
て
い

る
皆
さ
ま
に
ご
参
加
を
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。 

　
ね
こ
の
保
護
や
救
済
、
通
院
な
ど

の
他
ご
相
談
に
お
応
え
し
、
人
と
動

物
と
の
適
切
な
関
係
づ
く
り
の
風
潮

を
広
げ
ま
す
。
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
に
働
き
か
け
、
協
力
を
促
し
ま

す
。 

　
ね
こ
を
快
く
思
わ
れ
な
い
方
や
、

行
政
と
一
緒
に
協
働
し
、
同
じ
目
的

の
地
域
ね
こ
プ
ラ
ン
を
進
め
ま
す
。 

　
ね
こ
や
動
物
保
護
の
活
動
は
、
政

治
や
思
想
に
中
立
で
営
利
を
求
め
ま

せ
ん
。
超
党
派
の
議
員
、
大
勢
の
ド

ク
タ
ー
か
ら
賛
同
を
い
た
だ
き
ま
す
。 

　
ね
こ
だ
す
け
は
、
ね
こ
や
動
物
を

思
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
の
チ
ー
ム

ワ
ー
ク
で
運
営
さ
れ
、
地
域
ね
こ
＆

ど
ー
ぶ
つ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
進
め
ま

す
。 

　
ね
こ
だ
す
け
は
、
動
物
を
愛
お
し

む
様
々
な
立
場
の
皆
さ
ま
に
支
え
ら

れ
て
い
ま
す
。 

　
い
の
ち
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り

を
目
指
す
活
動
に
賛
同
し
て
い

た
だ
け
る
皆
さ
ま
、
ぜ
ひ

会
員
に
な
っ
て
支

え
て
く
だ
さ
い
。 

ご入金確認日の前月までを会員年度(※宛名シールに印字されて
いる期日)とさせていただきます。金融機関やATMをご利用の
際には会員ご本人とお振込名の相違などで確認が困難な場合も
ありますので、お手数ですがFaxなどでのご連絡をお願いいた
します。金融機関はみずほ銀行とさわやか信用金庫をご利用い
ただけます。●会員年度の間違いや、このニュースが不適切に
届けられた際にはご容赦ください。 

いのちにやさしいまちづくり 
人と動物と、すてきな関係・・・ 

※寄付金：　　　　円 
※ご寄付のある場合やご寄付のみの際にはご記入をお願いいたします。　 

郵便振替 

活動 地域ねこプランや、ねこの保護救済以外の活動内容 

資
料
を
郵
送
い
た
し
ま
す
。 

　
　
ご
住
所
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。 

※地域ねこプランが拡がっています。 
　どうぞ対策費のご寄付をお願いいたします。 

●動物愛護の普及や啓発 
●動物の法令の普及啓発と実行の推進 
●全国の愛護動物行政に対する適切な執行のお願い 
●不適切な行政措置や慣行による違法措置などの改廃 
●緊急災害時、動物救済要綱などの制定推進 

●不適切に飼養される動物の改善 
●生物多様性に関する動物の保全 
●不適切な動物愛護風潮の抑止 
●動物擁護の普及 
●動物福祉の推進 

●動物愛護普及啓発イベントの開催 
●動物ネットワークの推進 
●学習会や相談会 
●ねこの譲渡・飼い方相談 
●チームや支部などの支援ほか 

050-3412-9794IPフォン 

　
規
定
の
貸
出
申
し
込
み
書
式
が
あ
り
ま 

す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ 

さ
い
。 

●
貸
出
無
料
で
す
が
、 

　
送
料
を
ご
負
担
く
だ
さ
い
。 

●
貸
出
期
間
は
、 

　
一
回
に
つ
き
最
長
一
ヶ
月
で
す
。 

vol.28

●現在APLに在庫がなくなり、緊急に軽量型を製造しています。只今、平成18年3月現在で頒布お申込み分は「入庫時優先出庫」扱いとさせて
いただきます。また、TNR(保護・手術・返還)を急がれる大勢の皆さまにタイムリーに貸出すため、活動時期の関係などでトラップを保管中の
皆さまには一度ご返却いただけますようお願いいたします。 

ねこだすけニュース・号外・会員の皆さま号は、ホームページからプリントできます。　www.nekodasuke.net

※NPO制度の構成員(例：会社などの社員に当たる)を正会員といい、
A～Fはいづれも賛助会員です。種別は会費のご負担額をお選び
いただけることを目的にしており、次年度より変更できます。 


